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肢
体不自由の人の車いす。視覚

障害者の人への点字。ろうの

人たちへの手話。に匹敵する、発達

障害の人や知的障害のある人への重

要な支援は、意思決定支援ではない

かと思います。 2014 年 12 月 7 日、

東京都港区で成人して初めて選挙投

票をすることになった自閉症の人が

期日内投票をするため投票所にいっ

たところ、選挙管理委員会に投票を

拒否されるという事件が起こりまし

た。拒否の理由は、本人は意思表示

が苦手だからというのです。しかし、

家族の提案や要望を考慮すると、こ

の問題は本人の能力より、補助者や

支援者の相手の意思をくみとる力や

自閉症者への対応力が無いことに起

因すると思われます。今回は選挙と

いう国民の権利、基本的人権に関わ

る問題であり、行政に関わる人たち

はことのほか、意思決定支援の能力

が求められていることを示す事柄で

あると考えます。このようなケース

に対して、奈良での対応はどうなっ

ているかはわかりませんが、となり

の和歌山県田辺市においては、大久

保氏によると、知的障害や自閉症の

方が候補者の氏名を書いた紙片を持

ち込むことは容認しているとのこと

で、知的障害や自閉症の方が意思表

示をしやすい方法を投票行為として

認める旨を確認しているようです。

選挙管理委員会の対応は地域により

かなり温度差があるようですが、知

的障害のある人や自閉症をはじめと

する発達障害の人たちへの意思決定

支援が全ての公的な機関や場所では

適切に行われるように早くなってほ

しいと思います。　（河村）

自閉症
・知的障害者等の

選挙権行使への

支援を求める声明

平成 26 年 12 月 10 日

一般社団法人　日本自閉症協会

会長山崎晃資

常任理事　柴田洋弥

1．投票所に行ったが投票できない

　2014 年 12 月 7 日に、東京都港区

において、自閉症と知的障害のある

青年が、成人して初めての選挙とな

る衆議院議員選挙に、期日内投票を

するため投票所に行ったが、投票で

きないという事態が生じた。青年は

口頭や筆談での意思表示が苦手なた

め、投票所には家族も同行し、選挙

管理委員会職員に代理投票を申し出

た。投票所に掲示された候補者名一

覧から指さすことも困難なので、候

補者名を記入した紙片を見せるなど

の方法を家族が提案したが、選挙管

理委員会側は、本人の意思を確認す

る方法が見いだせないとして、投票

補助を断り、投票はがきを返した。

　当協会は、会員であるこの家族か

らの要請をうけ、総務省及び東京

都・港区等の選挙管理委員会と折衝

し、以下のように、この事態の解決

を図った。

2．代理投票での選挙公報紙等によ

る意思確認を 2013 年の公職選挙法

改正により、成年被後見人にも選挙

権が認められ、自閉症や知的障害の

ある人の投票参加が増えている。

　投票時に自署できない人には、2

名の投票補助者がついて代理投票し

てもらえるが、投票補助者は投票所

の事務員に限られるため、選挙人本

人との意思疎通が重要である。

　代理投票の際に、本人が口頭で意

思を伝えられない場合には、投票所

に掲示してある候補者一覧表から候

補者を指さす方法が一般的である

が、自閉症や知的障害のある人には、

それもできない人が多い。総務省は、

本人意思の確認方法を投票所管理者

の判断に委ねるとしている。

　最もわかりやすい意思確認方法

は、選挙公報紙を示して、本人がそ

の中から候補者を指さす方法であ

る。投票所に備えてある公報紙を用

いてもよい。他人に見えないよう

に、別室かパーティションで囲んで

行う。長年実施している東京都国立

市では、まず公報紙全体を本人に見

せ、次にゆっくり開いて指さしても

らう。指さしが不確実ならもう一度

繰り返す。これで確定できないとき

には、付き添い者等との事前協議で、

白紙投票としている。

　選挙人本人が候補者名を書いた紙

片を投票補助者に示す方法も可能で

あるが、投票補助者は、それを参考
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にしても、本人の意思を確認して代

筆することとなっている。

　上記の青年について、1 枚ごとに

候補者の名前を書いたカードを全員

分作り、投票補助者の前でその中か

ら 1枚を選ぶ方法を、家族がその後

思いついた。この方法は、東京都・

港区の選挙管理委員会も実施可能と

のことである。

3．意思確静できない湯合には白紙

投票に

　2013 年の総務省自治行政局選挙

部長通知「成年被後見人の選挙権の

回復等のための公職選挙法等の一部

を改正する法律等の施行に伴う取扱

いについて」には、「投票を補助す

べき者が選挙人本人の意思を確認で

きないときは、投票できないもので

あること」と記載されている。

　総務省に「投票できない」の意味

を質問したところ、白紙投票とする

には本人意思の確認が必要なため、

棄権扱いとなるとの回答であった。

　東京都選挙管理委員会は、障害者

個々人によりコミュニケーション方

法が多様であるため、投票の前に、

投票補助者と家族等介護者やできれ

ば本人を交え、意思疎通の方法や、

どうしても意思確認できないときに

白紙投票とするか棄権するか等を話

し合うことが重要としている。

選挙はがきを返した上で、選挙期間

内に再度投票できるようにした港区

選挙管理委員会の今回の判断は妥当

との意見であった。

　しかし、本人意思を投票補助者が

読み取れない場合に、それは本人意

思が不十分なときもあろうが、逆に

投票補助者が本人の意思を読み取る

能力に欠けるときもある。総務省通

知の「投票を補助すべき者が選挙人

本人の意思を確認できないときは、

投票できないものであること」とい

う規定は、本人の選挙権を剥奪する

ものであり、容認できない。

　すでに本人は投票所に来ているの

であるから、投票する意思があると

解すべきであり、「棄権」ではなく

「白紙投票」とすべきである。ただ

し、今回のように、選挙期間内に再

度投票する方法も可能とすべきであ

ろう。

4．総務省・各自治体選挙管理委員

会への要望

　上記の青年の事態は、選挙公報紙

がまだ配布されない時に生じた。選

挙公報紙が配布されたのは 9日であ

り、もっと早く配布するよう求めた

い。この青年については、再度投票

所に行くことで解決できる見込みで

あるが、このように選挙に参加でき

ない事例は、全国にかなり多いと推

測される。

　知的障害や自閉症があっても、国

権の主体者としての選挙権は固有の

権利である。当協会は、障害者の選

挙権を奪う総務省通達の改正を求め

るとともに、総務省、各都道府県選

挙権利委員会、各市区町村選挙管理

委員会に対して、自閉症・知的障害

のある人の選挙権行使において、充

分な支援が受けられるように代理投

票の改革を求めるものである。また、

広く国民の皆様にも、ご理解とご協

力をおねがい申し上げたい。

　なお、総務省には後日改めて申し

入れを行う予定である。

　【一般社団法人日本自閉症協会事

務局】東京都中央区明石町 6-22-

622 電話 03-3545-3380　

メール asj@autism.or.jp

【この件についての問合せ先】

柴田洋弥　電話 090-6168-4540　

メール hiroya.shibata@gmail.com
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自
閉症協会の皆様

12 月 7 日に発生した自閉症の

ある人が代理投票できなかった問題

について、ご協力ありがとうござい

ました。

協会として、総務省、東京都や港区

の選挙管理委員会等に折衝し、10

日に緊急声明を出した結果、13 日

に、無事投票することができました。

12 日に毎日新聞夕刊全国版に載っ

た記事を添付します。

また 13 日に、当事者のお母様（東

京自閉症協会会員）から下記のメー

ルをいただきましたので、了解を得

て、ご紹介します。

日本自閉症協会常任理事　

柴田洋弥

--------------------------------

--------------------------

日本自閉症協会

柴田洋弥様

　このたびは息子の投票のことで、

たいへんお世話になりました。

本当にありがとうございました。

毎日新聞の記事も確認しました。

〇〇さんという記者の方はきちんと

記事にしてくださっていました。

もしまた〇〇さんとお話しされる機

会がありましたら、どうかよろしく

お伝えください。

今日は先日と同じ高輪総合支所の期

日前投票所に行きました。

私が入り口にいた方に代理投票をお

願いします、と伝えると先日と同じ

担当者がいらして謝罪の言葉をまず

かけられました。

そして投票所の中でなく、先日と同

じように支所の窓口に案内され、そ

こで代理投票のための意思確認を受

けました。

私が選挙広報から切り抜いて、同じ

大きさの台紙に貼って作ったカード

を渡し、好きなように並べて息子に

一つだけ選んで取るように言ってく

ださいと伝えるとそのようにしてく

れました。

私が息子の後ろにいることも、特に

止められることはありませんでし

た。

裁判官についての国民投票の際に

は、ちょっとカードでは無理かなと

思ってカードを作っていかなかった

のでこれはどうしますか？と私に尋

ねられましたので、私が息子に、投

票用紙を見せて「この人たち、みん

な○でいい？」と尋ねました。する

と息子が「あ」( 息子ができる唯一

の相づちです。) と答えたので、全

員信任ということで意思確認がされ

ました。

その後、一緒に投票箱に入れましょ

う、と投票所の箱のところに案内さ

れ、息子が担当者から一枚ずつ手渡

された投票用紙を　、自分の手で投

票箱に入れて終了しました。

担当者の方に息子と共にお礼を述べ

ると、息子に向かって「またね」と

言ってくださいました。

このようにして無事に、息子が可能

な方法で選挙に参加できたのは、自

閉症協会と柴田さんのおかげです。

本当に感謝しています。

お忙しいところ、関係機関をいくつ

も廻って交渉してくださり、ありが

とうございました。

今後、この件で何か私で役にたつこ

とがありましたら、何でも協力させ

ていただきます。

全国の息子と同じような人たちに、

有意義な投票ができるようになって

ほしいと思います。

今後ともよろしくお願い申し上げま

す。
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教室・家庭での教育支援を考える 

 
 

第２１回 奈良 YMCA 発達障がい理解講座―発達障がい児・者への関わり方 

 奈良ＹＭＣＡでは発達に凸凹がある児童や生徒の自立に向けた支援の活性化を目指して、毎年発達障がい理解講

座を開いております。２１回目を向かえる本年度は「家庭・教室での教育支援を考える」をテーマに将来の自立に向け

て、学校・ご家庭で、社会性や学習の面でどのような支援ができるか、そして何が必要かということについて、午前中は

奈良ＹＭＣＡスーパーバイザーである大阪医科大学ＬＤセンターの竹田契一先生、午後からはＳＥＮＳ（特別支援教育

士）の会の奈良支部会長の大庭譲治先生にお越し頂き、お話を伺う予定です。竹田先生には思春期の支援と対応を

中心に、大庭先生には学齢期での教室やご家庭における具体的な支援方法についてお話し頂く予定です。多くの

方々のご来場をお待ちしております。 

 ◆日 時  ２０１５年２月１日(日)  １０：００～１６：００ 

 ◆場 所  帝塚山大学東生駒キャンパス１号館 ３Ｆ １３０１教室(近鉄東生駒駅南出口から帝塚山住宅行バス 

約５分―帝塚山大学前下車 徒歩の場合は１８分) 

＝アクセス詳細は裏面をご参照ください。 

＊構内の駐車場はご利用できませんので、公共交通機関をご利用ください 

         ＊昨年度の学園前キャンパスとは会場が替わっておりますのでご注意下さい。 

  

 ☆この講座は、特別支援教育士更新ポイント対象講習会（２ポイント取得）です。             
◆定   員   先着１２０名（託児はありません。） 

◆参 加 費   ￥2，０００ （午前の部又は、午後の部だけの参加の場合も同額です。） 

◆申込方法   裏面の参加申込書にご記入いただき、ＦＡＸまたはＥメールにてお申し込みください。 

参加費は１月２８日（水）までに下記までお振込みください。 

尚､講演当日の受付でのお支払はお取り扱いできません｡ 

   

 お振込先⇒                                     

 

 

 

◆お申込み後のキャンセルは 1 月 28 日(水)までにお申し出下さい｡振り込み手数料を差し引き口座振り込みで

ご返金致します｡29 日以降当日までのキャンセルの場合 

参加費のご返金はできませんのでご了承下さい｡ 

主   催 : 公益財団法人 奈良ＹＭＣＡ                      

後   援 : 日本 LD 学会   奈良市  奈良市教育委員会  奈良県発達障害支援ｾﾝﾀ―・でぃあ～   
         
  ≪お申し込み・お問い合わせ≫ 
    奈良ＹＭＣＡ国際・生涯学習事業部「らぽーる」 
    TEL：０７４２ー４４－２２９１           FAX：０７４２ー４６－７５６１                         
    E-mail：nrbunkyo@naraymca.org    URL：http://www.naraymca.or.jp/           
 

≪ プ ロ グ ラ ム ≫ 
９：３０～       開 場 

１０：００～１２：３０ 講 演  「思春期からの教育支援を考える」 
                講演者  竹田契一先生(大阪教育大学名誉教授・大阪医科大学ＬＤセンター顧問) 
 
１３：３０～１６：００ 講 演  「気になる子どもたちへの具体的支援とユニバーサルデザインの授業づくり」            

               講演者 大庭譲治先生（大和郡山市立片桐西小学校教諭・S.E.N.S〈特別支援教育士〉

の会奈良支部会長） 

南都銀行 西大寺支店 

普通口座： ０５７０４９ 
公益財団法人 奈良ＹＭＣＡ 
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給食試食会

息
子の通う西和養護学校では春

に新入生保護者対象の、秋に

希望保護者向けの給食試食会があり

ます。

こちらは自校給食で、コンベクショ

ンオーブンを持っているため、魚も

学校で火を通したものを子どもに出

してくださいます。毎日工夫された

季節感あるメニューで、とてもおい

しいと話してくれます。野菜は校内

で子どもたちが育てたものを使用す

ることも多いです。お米は県産のヒ

ノヒカリ。肉、魚をバランスよく出

してくださっています。

もちろん、栄養面もばっちり！何よ

り、お味が良い！！！品数が多い。

彩りも、味のバリエーションも豊富

です。

養護学校の子どもにとって、「給食」

とはとても大切な時間。

偏食指導を受けたり、配膳時のルー

ルを学ぶ場でもあります。

息子は中学部から入学したのです

が、食べる際のマナーを徹底して教

わっています。

「いただきますの挨拶は全員が着席

してから」「口の中に物が入ってい

るときはお喋りしない」「パンは一

口大にちぎって食べる」「口の中の

ものが無くなってから次のものを入

れる」「道具などを借りるときは断っ

てから。黙って借りない」「なるべ

く三角食べ」

どれも全て当たり前のこと。そして

年齢とともにできてくるであろうこ

と。

しかし、やはりきちんとしたパター

ンを教わることで、より身に付きや

すくなるということが分かりまし

た。

もちろん個人差が大きいので、発達

の状態に合わせた指導をしてくださ

います。

家では偏食のきつい子どもも、給食

だと食べることができます。先生や

友達が口にしているのを見て一口だ

け食べようという子どももいます。

学校給食の大切さを改めて感じま

す。　　　　　　　　　　　　　

療育部　篠原

施設見学会のお知らせ

日時 ：平成 27 年 2月 5日 （木） 10 ： 30 から

場所 ：社会福祉法人こまどり会

奈良市西ノ京町 155 の１

ＴＥＬ ： ０７４２－３０－６１９６

昼食場所 ：未定

費用 （昼食代） ： 会員外の方は実費。 会員の方は

会費から一部充当見学後場所を変えてランチをい

ただきながら、 日頃のことを話しませんか？

申込みは療育部篠原 （090-9090-1183） まで電話

かＣメールでお願いします。

申込み締切は 1/31 といたします。 申込みいただき

ましたら詳細をお知らせいたします。



12

12　ＫＳＫＲ（きずな）第三種郵便物承認通巻６５０９号　２０１４年　１２月２５日発行（　　）

大
阪エンジョイＲＵＮは，ちびっ子からお年寄り

まで楽しく走れるランニング大会です。

ヤンマースタジアム長居をスタートして、大阪国際

女子マラソンのコースである長居公園を一周。スタ

ジアムに戻ってくる３．２キロのコースを走ります。

今大会のコンセプトは「Ｒｏａｄ　ｔｏ 2020 ！みん

なでチャレンジ！」。高橋尚子さんも、一緒に走って

くれます。

去年初めて私たち家族は参加させてもらい、とても

良かったので、紹介させていただきます。もちろん

今年もエントリーしました。

大阪国際女子マラソンの舞台、ヤンマースタジアム

長居を走れるのはとても感動しますし、

高橋尚子さんがゴールでハイタッチで迎えてくれる

のも、とてもうれしかったです。

障害の持っている方もたくさん参加されていていま

したよ！

エンジョイＲＵＮの後はスタジアム長居周辺で、食

と遊びのテーマパークのイベントがあります。スノー

ワンダーランドを設置。全国の名物料理、大阪の船

場汁や、北海道の十勝ピザなど、おいしいものがた

くさん並ぶようです。足湯もあって、大阪国際女子

マラソンを応援しながら、楽しめることが企画され

ているようです。

家族で、チームで、仲良しで、参加してみませんか？

日時　１月２５日（日）８時５０分開会式

参加資格　小学生以上の男女　５０分以内に３．２㎞

完走可能な人

定員　２０２０名

参加料　高校生以上：２０００円／小・中学生：

１０００円

参加賞　完走者には完走賞と参加賞

申し込み締め切り　１月９日

申込方法　インターネット「じょいすぽ！」http://

www.joyspo.com

お問い合わせ先　大阪国際女子マラソン事務局内「エ

ンジョイＲＵＮ」

　　ＴＥＬ 06-6633-9254　平日 10：00 ～ 18：00

成人部活動報告

11
月 19 日 machiya warks( まちやわーくす )“こ

いんどう”に成人部 9名で

伺ってきました。近鉄奈良駅から歩いて 5 分ほどの

場所にあります。（旧ならビブレの

近くで小西さくら通りとひがしむき商店街の間で

す）

自閉症協会成人部の吉澤さんが運営されています。

もともとは吉澤さんの親族の方が

お住まいだった建物をリノベーションされた町屋風

のカフェ、裏に新しく建てられた

作業所があり利用者さんはカフェでテーブルセッ

ティングのお仕事や作業場ではクッキー

おやきを作っておられます。私たちが見学に伺った

日は利用者さん 6名でクッキー作りの

作業中でした。皆さん落ち着いて作業されていて小

規模事業所の良さを感じました。

（事業内容　多機能型事業所　生活介護定員 10 名　

就労継続Ｂ型定員 10名　発達療育相　　談もしてお
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きずな原稿募集

来年 1 月の記事のテーマは、「今年チャレンジ

したいこと！」です。

新年を迎え、今年の抱負を絆に載せてみましょ

う！有言実行です！

是非、松本までお寄せください。よろしくお願

いします。

療育部松本　携帯アドレス：mama-emily0330@

docomo.ne.jp

            PC アドレス：ma32xs28ml@kcn.jp

られます）

前日は大量のおやきを作ったそうで、後でいただいた

ランチにでてきました。

なかなか奈良でおやきを食べれるのは珍しいですし、

とてもおいしかったです。（本場のおやきよりおいし

いですよ！なんて言っていいのかしら・・。皮は薄め

でぱりっと香ばしいです。）食事後は吉澤さんにいろ

いろお話を伺いました。街の中の事業所の強み、運営

上のご苦労など・・。カフェの雰囲気もとても素敵で

たくさんお客さんも来られていました。

皆さんも奈良公園方面にお出かけの際立ち寄ってみて

はいかがでしょう。カフェの開店日

は水、木、金曜日なので、ご注意くださいね。（住所

は奈良市小西町 12 番の１電話 0742 － 31 － 6209　カ

フェの看板には　壺音洞と書いてあります。）　　　
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いらっしゃ～い♪♪

「きいてみよう！しってみよう！やってみよう！」活動報告♪

先
月 11 月号でやってます！でお知らせした 「きいてみよう！しってみよう！やってみよう！」 をごらんくださって

見学にお越しくださいました！

小学 1 年生の女の子とお母さまです。 みんながトランペットのハーモニーの練習をしているところにあれあれ？どなた

かな～？と思っていたら 「きずな」 を読んでこられたお越しくださいました。

それではさっそく～ということでごあいさつ、 お名前をお聞きしてトランペット吹いてみる？ということで吹き方を簡単に

教えて本人さんトライ！ 「むり～！」 「だめ！できないよ～！」 と吹くまえから超！拒絶反応でしたがブッ！ブー！と少

し音がでた。 おおっ！すごいやん！というと少し自信がついたのか 「これはどう押すの～？」 とか 「楽器、重いよ～。」

とかいろんな感想をいってくれました。絵をかくのがとても上手できいてみよう！メンバーの一人と一緒に絵をかいたり、

帰りは (#^^#) ニコニコでお母さんと共にさよならできました。 次もくる！といってくださっているようです。

文章に表わすとどうも敷居が高そうなイメージだそうですがイエイエそんなことはありません。 最初はみーんな音もリズ

ムもわからなかったですがみんなでするととてもなじむものです。

その後、 メンバーはお昼なにたべよーかなあ～と一目散に学食へ。 本当はそれが一番の楽しみ♪でしょうね。

みんなで一緒にできることをやってみよう！。

どうぞどうぞ気軽に活動をのぞきにきてくださいね！

「きいてみよう！しってみよう！やってみよう！」

12 月 21 日 （日） 奈良先端科学技術大学院大学内せんたんホール

1月 10 日 （土） 大和郡山市福祉会館 3階

1月 24 日 （土） 奈良先端科学技術大学院大学せんたんホール

いずれも 10:00 ～ 12:00 まで

お問い合わせ

ケンケンパ部会 ： kenkenpa_autism@yahoo.co.jp
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平成 26 年 10 月 20 日

加盟団体役員の皆さま

一般社団法人　日本自閉症協会

                                                                          会長　山﨑　晃資

世界自閉症啓発デー「ポスター用絵画」平面作品募集についてのお願い

本年度も、2016 世界自閉症啓発デーポスター用作品の募集を下記の通り行います。自閉症児・者の皆さまが描

いたものであれば、どなたでも応募が可能です。多くのみなさまからの積極的な応募をお願いいたします。

記

１.応募要領

　1）応募期間　2014 年 10 月～ 2015 年 1 月 30 日（金）

　2）自閉症児・者の方が描かれた絵画，版画，切り絵等平面作品とする。画材は自由。

　3）他の作品展などで公開されていないもの。

２.応募方法

　1）応募作品は、デジタルカメラ等でデータ化したもの。

　2）応募作品のデータ化ファイル形式はＢＭＰ、ＰＮＧ、ＪＰＥＧ等にて行う。

3）応募作品には、作成者、題名、年齢、住所、所属協会名をお知らせ願います。

３.作品の選考

　1）応募が多数の場合、選考により３点とする。

　2）選考された作品は、世界自閉症啓発デー「ポスター用絵画」として推薦する。

４.決定通知

　1）世界自閉症啓発デー実行委員会において、他の団体から推薦された作品と合わせ選考のうえ

　　最終入選作品を決定。（2月末頃）

　2）入選作品には、書面にて通知する。

以上

注意事項

【デジタルカメラからデータ化を行うまで】

①デジタルカメラの画素数を 800 万画素以上とする。

②カメラを作品の中央に傾かないようにセットし撮影する。

③画像データをパソコンにＵＳＢケーブルを使って転送しデータを取り込む。

④取り込んだデータをＣＤ－Ｒに書き込み、日本自閉症協会事務局へ送付。

【応募上の注意事項】

①応募作品（データ）の著作権は主催者側に帰属する。

②応募作品には「世界自閉症啓発デー 2016」等、文字挿入等の補作等、ポスターとしてのデザインをする。

③ポスターの色調など、印刷の関係で実物と異なる場合がある。

④応募作品のデータは返却しない。
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『交通における差別事例と配慮事例に関するアンケート』協力のお願い

みなさまへ

公益財団法人　交通エコロジー・モビリティ財団

前略　公益財団法人　交通エコロジー・モビリティ財団のバリアフリー推進部でございます。当財団では交

通機関のバリアフリー化を推進する公益財団で、本年で創立２０周年を迎えます。皆様方にはこれまでご支

援いただき感謝いたします。今後も、障害者や高齢者や全ての方が利用しやすい交通機関の実現を目標に新

しい時代に向けて精進して参ります。

　さて、『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（差別解消法）』が、2013 年 6 月 19 日国会で成立し、

2013 年 6 月 26 日公布、2016 年 4 月施行されることになっています。当財団でも『障害者差別解消法』の推

進に向けて「交通機関における障害者差別解消の推進に関するワーキング」を設置して、障害当事者や支援者、

学識経験者とともに交通機関における乗車拒否や差別事例の対応などについて自治体へのヒアリングや議論

を重ねていて、その結果は今後国が出すガイドラインの資料にして欲しいと考えています。

　そこで、事例を収集するために「交通における差別事例と配慮事例に関するアンケート」を企画いたしま

した。具体的には交通事業者に求める合理的配慮の内容を具体的に示すため、障害を理由とする差別事例や

障害者への配慮の好事例を把握することを目的としています。皆様方においては年末のご多忙中、申し訳あ

りませんが、皆様方の経験などをお教えいただきたく、ご協力をお願い申し上げます。 

　アンケートは基本的にインターネーットを使ったウェブ・アンケートとしておりますが、ウェブ・アンケー

トでのご回答が難しい場合は担当者にお知らせください。電子データ、印刷資料、点字資料の形式でお送り

致します。

アンケートは以下からアクセスください。

http://153.150.114.64/phpESP/public/survey.php?name=ecomo_survey_01

または

エコモ財団ホームページのトップ画面にある新着情報からアクセスできます。

なお、勝手ながらアンケートの回答期限は１２月２８日（日）といたします。

アンケートの回答内容は、個人が特定されない形で公表する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ウェブ・アンケートでは個人情報は残りませんが、その他の場合は個人情報の取り扱いについては当財団で

責任を持って処理いたします。

　以上、よろしくご協力のほどお願いいたします。

実施機関：公益財団法人　交通エコロジー・モビリティ財団

お問い合わせ　バリアフリー推進部　松原、沢田

電話 03-3221-6673　ファクシミリ 03-3221-6674

電子メール　sk-anke@ecomo.or.jp


